
人事行政の運営等の状況の公表について 

千葉県競馬組合人事行政の運営等の状況の公表に関する条例（平成２５年千葉県競

馬組合条例第３号）第４条の規定により、人事行政の運営等の状況を別添のとおり公

表する。 

 

  令和５年１２月１日 

 

 

千葉県競馬組合管理者 

千葉県知事 熊 谷 俊 人 

 



千葉県競馬組合職員の人事行政の運営等の状況について 

 

 千葉県競馬組合人事行政の運営等の状況の公表に関する条例の規定等に基づき､千葉県競馬組合

職員（以下｢職員｣という）の人事行政の運営等の状況について公表します｡ 

 

 

１ 職員の任免及び職員数の状況 

(1) 職員の任免状況 

   ① 職員の任命 

      令和 4年 4月 1日付けで､県からの派遣職員 11人を任命しました｡ 

   

   ② 職員の任命解除 

      令和 5年 3月 31日付けで､県からの派遣職員 15人を任命解除しました｡ 

 

 (2) 職員数（令和 5年 4月 1日現在） 

      31人（34人） 

   （注）（  ）内は、条例定数です。 

      

２ 職員の給与の状況 

 (1) 一般行政職員の級別職員数 

(令和 5年 4月 1日現在) 

区分 1級 2級 3級 4級 5級 6級 7級 

計 標準的な 

職務内容 

主事 

技師 

主事 

技師 
副主査 主査 副主幹 

次長 

課長 
次長 

職員数（人) 5 5 6 7 2 4 1 30 

構成比(%) 16.7 16.7 20.0 23.3 6.7 13.3 3.3 100 

 

 (2) 人件費の状況 

区分 歳出額 Ａ 人件費 Ｂ 人件費率 B／A 

令和４年度 
千円 

106,037,067 

千円 

263,277 

% 

0.25 

（注）人件費とは､職員に支給された給与､退職手当､共済組合事業主負担金､公務災害補償基金

負担金などの総額をいいます｡ 

 

 

 

 



 (3) 職員給与費の状況 

区分 
職員数 

Ａ 

給与費 
一人当たり給与費 

Ｂ／Ａ 給料 職員手当 
期末･勤勉 

手当 

計 

   Ｂ 

令和４年度 
人 

31 

千円 

111,724 

千円 

58,734 

千円 

47,415 

千円 

217,873 

千円 

7,029 

（注）１ 給与費とは、人件費のうち職員に支給される給料と職員手当(退職手当を除く)をい

います。 

 

 (4) 職員の平均年齢及び平均給与月額の状況 

平均年齢 

(令和 5年 4月 1日現在) 
39.6歳 

平均給与月額 

(令和 5年 4月 1日現在) 
477,350円 

給料 301,068円 

諸手当 176,282円 

（注）「平均給与月額」とは、給料月額と毎月支払われる扶養手当、住居手当、時間外勤務手当

などのすべての諸手当の額を合計したものであり、地方公務員給与実態調査において明ら

かにされているものです。 

     

(5) 期末･勤勉手当の状況 

 期末手当 勤勉手当 計 

6月期 1.2月分 0.95月分 2.15月分 

12月期 1.2月分 1.05月分 2.25月分 

計 2.4  月分 2.0  月分 4.4  月分 

 （注）職制上の段階、職務の級等による加算措置があります。 

 

３ 職員の勤務時間その他の勤務条件の状況 

 (1) 勤務時間の状況について 

   勤務時間は、原則として午前 8 時 30 分から午後 5 時 15 分までで、休憩時間は正午から午後

1時までです。 

  また、ナイター開催時の勤務時間は、原則として午後 1時から午後 9時 45分までで、競馬開

催に影響の出ないタイミングで各自 1時間の休憩時間を取ることとしています。 

 

 (2) 年次休暇の状況について 

    原則として年間 20日間の年次休暇が与えられています｡ 

区分 平均取得日数 

令和４年度 9.85日 

 



４ 職員の分限処分及び懲戒処分の状況 

 (1) 分限処分の状況 

    令和４年度において､処分はありません｡ 

 

 (2) 懲戒処分の状況 

    令和４年度において､処分はありません｡ 

 

５ 職員の服務の状況 

 (1) 職務専念義務免除の状況 

 

 

 

 (2) 営利企業等従事許可の状況 

    令和４年度において､許可はありません｡ 

 

６ 職員の研修及び勤務成績の評定の状況 

 (1) 研修の実施状況 

    地方競馬全国協会で実施している研修等を受講させています｡ 

 

 (2) 勤務成績の評定の状況 

    良好な成績で勤務した職員の昇給について 4号給を標準としています｡ 

 

７ 職員の福祉及び利益の保護の状況 

  ・職員の健康保持増進のため､一般健康診断等を実施しています｡ 

  

８ 勤務条件等に関する措置の要求の状況及び不利益な処分についての審査請求の状況 

(1) 給与、勤務時間その他の勤務条件に関する措置の要求の状況 

    令和４年度において､措置の要求はありません｡ 

 

(2) 不利益な処分についての審査請求の状況 

    令和４年度において､審査請求はありません｡ 

区分 平均承認日数 備考 

令和４年度 0.6日 一般健康診断、人間ドック受診等 


